
動物愛護体験学習センターの開設について

資料２



大阪市の犬猫の殺処分状況

大阪市では、令和７年までに「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」を達成
することを目指し、平成30年3月に行動計画を作成

様々な動物愛護施策の取組みを推進

殺処分数は年々減少
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殺処分数削減に向けた取組みについて

殺処分数は減ってきているものの、さらなる殺処分数削減を図るためには、殺処分の
多くを占める猫について、収容数を減らす取組み、収容された猫の譲渡を促進していく
取組みが重要

◆動物愛護の啓発
「犬猫を正しく飼う運動」強調月間の実施等、飼い主への適正飼養の啓発
安易な引取りを求める飼い主に対する終生飼養の啓発
犬猫とのふれあい事業の推進
多頭飼育崩壊の未然防止に係る対策の推進

◆所有者不明猫適正管理推進事業（街ねこ事業）の推進
◆譲渡の推進

譲渡会を、毎週水曜日に開催
哺乳期猫譲渡事業など譲渡団体との連携の推進
哺乳期猫の譲渡促進に向けた育成手法の導入

◆民間が活動できる動物愛護関連施設の設置、運用
官民協働で動物愛護事業（譲渡会、セミナー等）を行う拠点施設として活用
施設運用により、更なる民間ボランティアの育成につながる
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動物愛護体験学習センターの設置について

【場所】
大阪市旭区生江3丁目 城北公園内（もと菅原城北大橋管理事務所）

【事業内容】

【運営方法】
事業管理法人（公募型プロポーザル方式にて選定）と本市が協働

（１）体験学習 ① 犬猫とのふれあい体験 ② マイクロチップ読み取り体験
③ ペット模擬飼育体験 ④ 命の学習 など

（２）譲渡会 （３）市民セミナー （４）不妊去勢手術 （５）その他

施設外観

施設内部
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本市動物愛護関連施設

動物管理センター（おおさかワンニャンセンター）
（犬猫の保護収容、譲渡会等）

動物管理センター分室（動物愛護相談室）
（街ねこ事業等）

動物愛護体験学習センター
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動物愛護啓発事業

・譲渡対象動物の紹介
・マイクロチップ読取体験

・パネル展示

おおさかワンニャン特別大使
杉本 彩さんからのメッセージ

開設式

日時：令和4年10月1日（土曜日）14時～15時30分

・本市担当者による開設趣旨の説明

・令和4年度の委託事業者による挨拶

・松井市長による挨拶

・おおさかワンニャン特別大使 杉本 彩さんからの応援メッセージ

内容：
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①動物についてのお話

②モデル犬とのふれあい

③モデル犬によるしつけのデモ

ワンちゃんとふれあう前に
簡単なお勉強

職員が必ず横に付き
それぞれの児童にあわせた
ふれあいの実施

人間の社会で仲良く一緒に生活するために
必要なしつけのデモの実施
（例）アイコンタクト、オスワリ、フセ、マテ

ふれあい体験事業
「出張型ワンちゃんとのふれあい広場 in 動物愛護体験学習センター」
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